
１．総論

大分県自転車活用推進計画２０２２の概要

３．自転車活用推進に関する目標及び施策

４．総合的かつ計画的に推進するための方策

（１）関係者の連携・協力及び人材育成
（２）広報活動等
（３）情報通信技術の活用
（４）フォローアップ指標と目標の見直し

目標３自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成

施策⑤ 自転車通行ネットワークの計画的な整備促進
施策⑥ 生活道路における通行空間の安全性の向上
施策⑦ 地域のニーズに応じた駐輪場等の整備促進
施策⑧ 違法駐車の取締りの推進
施策⑨ シェアサイクル等の利用促進

目標１自転車利用の促進等による健康寿命日本一の実現

施策① 自転車の日常的な利用を通じた健康づくりの推進
施策② 誰もが安全に自転車に乗れる環境の創出

目標２サイクリスト・フレンドリーな「おんせん県おおいた」の実現

施策③ 大分が誇る観光資源を活かしたサイクルツーリズムの推進
施策④ サイクルスポーツの振興

目標４自転車事故のない安全で安心な社会の実現

施策⑩ 交通安全意識の高揚に資する広報啓発等の重点的な実施
施策⑪ 交通安全教育の推進
施策⑫ 自転車の点検整備等による安全性の確保
施策⑬ 自転車損害賠償責任保険等への加入促進

（１）計画策定の趣旨
・自転車活用推進法（議員立法） Ｈ28.12.9成立 Ｈ29.5.1施行

目的(第1条)…自転車の活用を総合的かつ計画的に推進すること。

地方公共団体の責務(第3条)…地方公共団体の実情に応じた施策を策定し、実施する
責務を有する。

都道府県計画(第10条)…都道府県の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を
定めた計画を定めるよう努めなければならない。

・国の第２次自転車活用推進計画 R3.5閣議決定 ※第１次計画策定（H30.6）

（２）県計画の位置づけ
・法第10条に基づき定める計画
・大分県長期総合計画を補完する計画
・大分県自転車活用推進計画2019（R1.12策定）に基づき
関係機関・団体と連携して施策を推進

（３）計画期間
・令和８（2026）年度までの５ヵ年
（国計画：2021～2025年度までの５ヵ年）

２．自転車を取り巻く現状と課題

新型コロナウィルス感染症の拡大により、人との接触を低減
する移動手段として自転車の利用ニーズが高まるなど自転車
をとりまく状況や課題は多様化。

（１）自転車の利用状況
（２）自転車の利用による効用
（３）自転車の利用環境
（４）自転車に係る交通安全

空間分離された自転車道

自転車安全利用促進条例狭隘な自転車通行空間


